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近年社会哲学の領域で注目を集めているいわゆる「リベラルーコミュニタリアン論争」において、「自己」
の問題は中心的な論点であり続けてきた。本稿の目的は、この論争において一般的にコミュニタリアンとし
て分類されることが多いチャールズ・テイラーの自己論が、その人間学および倫理学双方において、むしろ
個人主義的なものであることを示すことである。しかし彼の個人主義は同時に、人間行為者の社会内在性を
強調するという意味において、「全体論的個人主義(holisticindividualism)」と呼ばれるべきものである。

[1992=19961)においては、①人格概念、②非
社会的個人主義、③普遍主義、④主観主義／客
観主義、⑤反卓越主義(anti-perfectionism)と
中立性、という五つの論点において、コミュニ
タリアニズムによるロールズ批判とそれに対す
るリベラリズムの応答が検討されており、そこ
ではテイラーは上記三人の論者と共にコミュニ
タリアンに分類され、彼らの理論の「家族的類
似性(familyresemblances)」が強調されてい
る(1)。
しかし、この論争には幾つかの混乱と「錯綜

(cross-purposes)」が生じている。テイラー自身、
この論争において二つの異なる論争の次元の対
立、すなわち存在論(ontology)におけるアト
ミズム(atomism)と全体論(holism)の対立、
及び政治的主張(advocacy)における個人主義
(individualism)と集合主義(collectivism)の対
立、が錯綜していることを指摘している。つま
り、コミュニタリアニズムの主な論点は、現代
リベラリズムに顕著な（存在論における）アト
ミズムの批判であったにも関わらず、「コミユ

０はじめにリベラルーコミユニタリア
ン論争と自己の問題

チャールズ・テイラーは近年、マイケル・サ
ンデル、マイケル・ウォルツァー、アラスデ
ア・マッキンタイアらとともに、「コミュニタ
リアニズム(communitarianism)」の代表的論者
の一人としてしばしば数えられている。コミュ
ニタリアニズムとは、ロールズの『正義論」
(1971)に代表される現代リベラリズムのアト
ミズム的自己概念や善に対する正の優先
(priorityofrightsovergoods)の概念を批判する
思想潮流であり、両者の間に戦わされたいわゆ
る「リベラルーコミユニタリアン論争」は、近
年の社会哲学において最も影響力ある論争の一
つである、とされている(Sandel[1994=
1996,1997])｡この論争に関する論文・著作は
英語圏を中心に既に多数出版されているが、例
えば、この論争に関する代表的な文献とされる
Ljbemisq"dCoｍ"，""加加"s(Mulhall&Swift
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ニタリアニズム」は一方で「個人主義」のほぼ
対義概念として定義され、他方で個人の権利や
自由の価値を認めない（政治的な）「集合主義」
であるとして、批判されているのである(2)
(Taylor[1995:181-186])。
しかし、コミュニタリアニズム、そしてコミ

ュニタリアンとされるすべての論者は本当に、
集合主義的であり、また個人主義に対して否定
的なのだろうか。このような理解（あるいは誤
解）を生んだ主な原因として、コミュニタリア
ンによるリベラリズム批判の最も中心的な論点
が、「自己(self)」の問題に関する論点であっ
たことが挙げられるだろう。例えば、一般的に
リベラルーコミユニタリアン論争の開始点とさ
れている、サンデルの著作「自由主義と正義の
限界」(1982)において、彼がロールズ『正義
論」を批判した中心的な論点は､正義の二原理
における自由概念と平等概念のバランスでも、
分配的正義の正当性でもなく、まきに自己概念
の妥当性であった。『自由主義と正義の限界」
におけるサンデルのロールズ批判の要点を、簡
潔に整理すると次のようになるだろう。
(1)ロールズの正義論の中心的なテーゼは「善
に対する正（権利）の優先(priorityofrights
overgoods)」である。
(2)そしてそのテーゼは、目的に優先して与え
られる自己の概念に依存している。
(3)しかし、そのような自己は「全く性格も、
道徳的深みもない人格」＝「負荷なき自己
(unencumberedself)」であり、それは「自由に
なるどころかその権能が剥奪されて」おり、そ
の理論が本来目指していた筈の「自由になるた
めの大望と矛盾」する(Sandel[1982=1992:
289-290])。
ここでわれわれが注目すべきは、サンデルは

ロールズの「正義論』における自己概念が単に

｢個人主義的すぎる」として批判したのではな
い、という点である。サンデルのロールズ批判
の核心はむしろ、ロールズの自己論は十全な主
体のアイデンティティにとって不可欠な深い反
省を不可能にする、という点にあった。サンデ
ルによれば、ロールズの自己概念においては、
その反省の能力が、極めて限られた範囲にしか
与えられていない。そこでは自己のアイデンテ
ィティの輪郭が固定されており、自己の反省は
選択の対象とそれへの欲求にまでしかおよばな
いからである。それに対し、より深く、十全な
反省及びその主体の概念として彼の依拠する理
論こそがテイラーの「強い評価者(stror,g
evaluator)」及び「自己解釈的存在(self-
interpI℃tingbeing)」としての自己論であった。

(ロールズの）行為者の欲求だけに注目するよ
うな反省と、欲求の主体にまで拡大され、その
アイデンティティを探究するような反省との相
違は、チャールズ・テイラーが人間行為者を説
明するさいに、「単に考量する者」と「強い評価
者」とを区別したことと、部分的に対応してい
る。…ロールズにとって、自らがいかなる欲
求を持つかに関する反省よりも、むしろ「自ら
がいかなる存在であるか」に関する反省がなき
れる可能性はない(Sandel[1982=1992:261])。

つまり、「欲求の対象だけに限定される、１コ
ールズのような反省の観念と、それ以上に欲求
の主体に到達するまで進む、テイラーのような
反省の概念との区分」(Sandel[1982=1992:262])
こそがロールズの「負荷なき自己」とサンデル
が提示する十全な自己、つまり「位置づけられ
た自己(situatedself)」との本質的な差異であ
り、そして後者の自己こそが「強い評価者｣、
そして「自己解釈的存在」としての自己であっ
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としての自己の最も本質的な能力であると見な
す、「強い評価」概念について検討してゆこう。
テイラーはまず、責任をもちうる人間行為者と
しての自己と、他の動物との決定的な区別を、
フランクフルト(IFrankfijrtl971])に従って、人
間が「第二階の欲求(second-orderdesire)」の
主体でありうる点に見ている。例えば動物もあ
る種の欲求を持ち、時にはある欲求のために別
の欲求を抑制するといった選択を行う。しかし、
自己の（第一階(first-order)の）欲求を持つ
ことに対する欲求を持ちうるのは、人間のみで
ある。つまり、「われわれの欲求を評価する能
力、あるものは望ましく、他のものを望ましく
ないと見なす能力」(Taylor[1985a:161)、反省
的な自己評価の能力こそが、人間行為者の本質
的な特性である。
テイラーはさらに、その能力を次の二つに分

類する。一つは「弱い評価(weakevaluation)」
であり、そこでは行為者は行為の結果にのみ関
,L,を持つ。もう一つは「強い評価」であり、そ
こにおいては自己の動機の質、異なった欲求の
質的な価値の区別が問題となる。「強い評価」
においては、欲求に対する対照的な言語による、
質的区別がなされる。例えば、ある人物が恨み
や妬みといった動機に基づいてある行為をなす
ことを、それが卑しい、あるいは無価値だと評
価するゆえに差し控えるとする。そういった評
価においては、自己の欲求は、高貴な／卑しい、
誇らしい／恥ずかしい、深遠な／軽薄な、とい
った対照的な言語によってカテゴライズされ、
質的に区別されている。それに対し、「弱い評
価」においてはそのような対照的言語による価
値の質的な区別は含まれない。そこでは、ある
動機はそれが単に欲求されるがゆえに善いと判
断され、そこでの評価の区別は偶然的あるいは
量的なものでしかない。例えばある行為者が、

た。後に詳しく述べるように、これらの自己概
念はまさしくテイラーのそれであり、ロールズ
批判の核心においてサンデルは決定的にテイラ
ーの自己論にその主要な論拠を負っているので
ある。
ゆえにまず、テイラーの自己論をさらに精密

に検討することが、この論争の核心を理解する
ことにおいても必要であるといえよう。この考
察によって明らかになるのは、テイラーの自己
論が（ロールズの自己論よりも)、より強い評価
や解釈や責任の能力の可能性を自己に与えてい
る、ということである。このことはリベラル＝
個人主義対コミュニタリアン＝集合主義といっ
た、従来の図式的な論争の理解に変革を迫るも
のとなろう。さらに私は、そのことによって、
一方でサンデルがリベラリズムの自己概念を批

判する論拠となったテイラーの自己概念が、他
方でその「人間学」及び「倫理学」両面におい
て、リベラリズムにおける自己概念とは異なる
あり方で個人主義的であることを、示したいと
思う。よって以下、まず第一、第二、第三節に
おいてテイラーの人間学あるいは「哲学的人間
学(philosophicalanthropology)」における自己
とその能力を巡る問題を幾つか検討する。第一
節では強い評価、第二節では自己解釈的存在、
第三節では責任概念について考察する。次に第
四節において、彼の倫理学における「道徳理念
(moralideal)」としての個人主義に関する議論
について考察する。最後に第五節において、現
代リベラリズム、さらにはサンデルら他のコミ
ュニタリアンとも異なるテイラーの「全体論的
個人主義」の可能性について検討したい。

１強い評価

ではテイラーが「人間行為者(humanagency)」
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休暇を海で過ごすのではなく山で過ごす、ある
いは空腹であるにもかかわらず昼食を取る前に
水泳をする、という判断をしたとき、そこでは
二つの欲求に対するある種の評価が行われてい
る。しかし、そこに価値に対する質的な区別
(例えば食事の前に先に水泳をするのは高貴で
あり、その逆は卑しい、といった区別）が含ま
れていない限り、それは「弱い評価」でなので
ある。
さらに｢強い評価」には、自己の生の質や自己

の主体としての在り方それ自体への反省が含ま
れる。事実､その二つの評価の差異は､異なった
二つの自己の在り方にそれぞれ対応している。
テイラーはその二つの自己の在り方をそれぞれ
仮定的に「単に考量する者(simpleweigher)｣、
｢強い評価者(strongevaluator)」と名づける。
ここでこの二つの行為者の在り方を対照させる
ために、過食症に悩む人の例について考えてみ
よう。「単に考量する者」にとって、それは欲
求充足に関する量的な問題でしかない。過食症
は彼にとって、肥満を招き、健康を害すること
によって他の欲求充足への妨げとなるゆえに問
題である。それに対し「強い評価者」にとって、
それは自己の主体の在り方についての質的な区
別の問題である。彼にとって自己の嗜好をコン
トロールできず、味覚の快楽に耽溺することは、
いわば自律的な行為者としての自己の尊厳／堕
落の問題である。単に考慮する者にとって、い
くら食べても肥満しない薬の発明によってその
問題は解決するのに対し、強い評価者にとって
はそうではない。なぜなら、彼にとって「ケー
キを食べつつ行為者の尊厳を維持することを可
能にする薬は存在しない」(Taylor[1985a:221)
からである。つまり、

実上の欲求によって規定された異なった欲求充
足(consummation)の望ましさであるのに対し、
強い評価者にとっての反省とは異なる主体の在
り方の可能性の吟味をも意味する。…単に考
量する者にとってその動機を評価する際に可能
な反省はわれわれが何をさらに望むかという反
省のみであり、そこではわれわれはいわば（直
己の）周縁に留まっている。しかし、われわれ
がいかなる存在であるかに関する反省は、われ
われを行為者としての自己の実存の中心に導
く。強い評価は単に選好の分節化の条件であ烏
ばかりでなく、生の質について、つまりわれわ
れが（既に）ある、あるいはありたいと望む存
在の在り方についての分節化の条件である。そ
の意味でそれ（強い評価）はより深い反省であ
る(Taylor[1985a:25-261)。

このように、この二種類の行為者においては、
同一の行為現象（ここでは過食症とその対策）
に対する経験される反省の質が異なる。「強い
評価者」の反省において同時に遂行されている
のは、自己一解釈(self-interpretation)の葛藤
であり、「そこで問題になっているのは、どれ
がより真実で、より真正で、幻想から解放され
た解釈か、ということである」(Taylor[1985a:
27])。その自己解釈において、彼は価値につい
ての豊かな言語（例えば、高貴な／卑しい、勇
敢な／臆病な、有徳な／悪徳な、一貫性ある／
分裂した、自由な／疎外された、といった）に
よって、自己の欲求を分節化しなければななら
ない。その意味において彼は単に考量する者に
はない、自己の「分節性と深み(articulacyand
depth)」、あるいは自己の「深さへの分節性」
を持っているのであり、この自己を解釈し、そ
の欲求を分節化することによって、人格的な
｢深み」を獲得する能力こそ人間行為者に本質単に考量する者にとって問題となるのは彼の事
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解釈」は自己の感情的な側面を形成する能力を
示すものである。テイラーはその概念によって、
近代倫理学において（科学の対象としての「一
次的・絶対的特質(first,absoluteproperty)」
(Williams[19781)に対する）「二次的特質」と
して切り捨てられてきた、行為者の日常的な感
情や直観に、道徳的な意味を見出す。そしてそ
れを道徳的議論＝道徳的存在論の基盤に据え、
さらにそれが常に自己の自己解釈としての「言
語的分節化(languagearticulation)」によって構
成されていることを示そうとするのである。
彼はまず、自己の様々な（道徳的）行為や反

応の背後にある、道徳的「直観(intuition)」に
着目する。テイラーによれば、行為者としての
自己の道徳的直観には二つの種類がある。一つ
はわれわれが甘い食べ物を欲したり、高所から
墜落することへの恐怖を感じる際に顕在化する
ものであり、それはいわば本能的な直観である。
もう一つの種類の直観は、例えば、道ばたで倒
れている人を見出し、その人に対して助けの手
を差し伸べねばならない、と何かに「呼びかけ
られている(calledupon)」ように感じるとき
に、顕在化するような直観である。テイラーに
よれば、この第二の種類の直観は、その行富者
としての自己の持つ、人間の本性やその尊厳に
ついての理解が含まれているという点におい
て、第一のそれとは決定的に異なっている
(Thylor[1989:51)。近代の自然主義者や古典的
功利主義者は、第二の種類の直観を切り捨て、
それを道徳の領域から排除した。そうでない多
くの論者達も、典型的にはルソーが他者への同
情をある種本能的なものと見なしたように、第
二の直観と第一のそれとの区別を暖昧にしてし
まっている。しかし、この二つは明らかに異な
るものであり、第二の直観こそが人間行為者と
しての自己の「道徳的存在論」(Taylor[1989:

的な特性なのである。
では次に、「単に考量する者｣と｢強い評価者」

を区別する際の論点となった行為者の自己解釈
の問題についてさらに詳細に検討してみよう。

２自己解釈的存在

以上においてわれわれは、テイラーの自己概
念の一つの要素、つまり欲求を質的に評価する
ことによって自己の在り方それ自身に対する反
省に加え、自己の内的な深みを獲得しうる「強
い評価」概念について検討してきた。本節にお
いてはさらに、彼の「自己解釈的存在(self
interpretingbeing)」としての自己概念を見てゆ
きたい。
テイラーによれば、人間が自己解釈を行う能

力を保持しているということは、極めて強い意
味を持っている。なぜなら彼にとって、人間が
自己解釈的存在であるということは「単に自己
に対する反省的な視点を形成する必然的な傾向
を持つというだけでなく、人間として彼は常に
部分的に自己理解…によって形成されている」
(Taylor[1985a:721)からである。実際、彼の
自己解釈論の特異な点は、行為者の道徳的直観
や日常的な感情それ自体が、常に／既に彼の自
己解釈によって形成されている、と主張する点
にある。

われわれの自己解釈（もしくはその誤り）は、
われわれがいかに感じるかを形成する。このこ
とは人間が自己解釈的動物であるという意味で
ある(Taylor[1985a:65])。

テイラーの自己論において、「強い評価」が
自己の持つ、その欲求への反省的な評価を行う
能力を示すものであったとするならば、「自己
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8]）の出発点となりうるのだ、とテイラーは主
張する。
テイラーはさらに、この道徳的直観の問題に

ついて、それを日常的な「感情(feeling)」を
分析することによって詳しく論じてゆく。多く
の道徳的直観は、一見本能的なものと見なされ
がちな「経験された動機づけ(experienced
motivation)｣、つまり様々な感情(feeling)、情
動(emotion)、欲求(desire)等、として主体
によって経験されるが、そこでもやはり道徳的
な意味を持った感情や欲求と、そうでないもの
との区別が可能である。その差異は第一に、そ
れらが「意義性の帰属(import-ascription)」を
含んでいるからであり、第二にそれらが「主体
参照的(subject-refemng)」であるからである。
｢意義性(import)」とは、屈辱的、恥ずかしい、
落胆的といった、一連の感情的経験に関する形
容詞によって表現されることを通して分節化さ
れる経験的特質である。そしてある自己が、あ
る感情を経験するということは、自己の状況を
こういった意義性を帯びたものとして経験する
ことである。例えば、「恥(shame)」は自己の
置かれた状況を「恥ずかしい(shamefUl)」と
経験することに属する感情である。そこでは自
己の置かれた状況や認識の対象をある意義性へ
と性格づけるある種の潜在的な判断、つまり、
自己による意義性の「帰属(ascnption)」がな
されており、むしろ意義性が自己の感情を構成
する基盤となっているのである。同様にそれら
の意義性の多くは、「主体参照的」である。な
ぜなら、「恥を意味するものの説明それ自体に、
本質的に経験の主体としての生に結びついた事
柄一自己の尊厳や価値、あるいは他者にいか
に見られるのかという感覚一への参照を含ん
でいる」(Taylor[1985a:54])からである。つ
まり「恥ずかしい」といった意義性は、主体の

経験から独立した特性ではあり得ず、必ず「主
体としての(qua)主体の生」(Taylor[1985a:
54]）に関する特性である、という意味で、そ
の意義性は主体参照的な特性なのである(3)。
ではここにおいて、再び上述した二つの道徳

的直観の差異に関する問題に立ち戻ってみよ
う。高所から落下することへの恐怖、黒板を爪
で引っ掻く音を聞くことによる不快感、これら
は意義性の帰属も、主体参照性も含まれない本
能的な直観＝感情である。それに対し例えば、
道ばたで血を流し倒れている人を見つけたと
き、通り過ぎることができず、彼の傷を手当し
なければならない、と感じるときに顕在化する
道徳的直観はそうではない。そこで行為者は、
彼を助けたいという欲求を感じるだけではな
い。テイラーによれば、むしろ彼はそこで、そ
う行為することを「求められている(called
upon)」よう感じ、「直観する」のである。この
ような道徳的直観においては、ある種の意義性
が帰属されており、また主体参照的である。な
ぜなら、

…その状況が担っている意義性は、それが私
に強い性質の義務-われわれが道徳的義務も
しくは慈愛の道徳的と呼ぶもの-を課す意義
性だからである。そしてそれが何を意味するか
についての十全な理解はその義務が課されてい
る存在の本性への参照を含む。その状況が私に
とってそのような意義性を担っているのは、私
がそういった存在であるからである(Taylor
[1985a:581)｡

ここにおいて、この種の主体参照的感情が、
われわれの人間の理解の基盤であり、また人間
であるとは何であるか、という問いの領域を開
示することが明らかとなる。この例における行
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beautifUl!｣)によって、その感情をむしろ「不
屈の拘り(tenacity)」と再解釈することによっ
て、意義性の再定義革命を成し遂げることがで
きるのである。(Taylor[1985a:69])
これらの分析から、テイラーは自己解釈的動

物としての人間を次のように定義する。

為者の状況が内包する意義性は、彼がそう行為
するよう、求められているという意義性であり、
そこで彼はある種の存在、つまり「理性的存在、
あるいは道徳的存在、または神の似姿として創
造された被造物として、（彼を助けるよう）求
められていると感じる」(Taylor[1985a:581)
のである。
テイラーによると、これは人間が自己解釈的

動物であることを意味している。以上見てきた
ように、行為者の主体参照的・意義性帰属的感
情としての道徳的直観は、行為者の持つ、自己
がどのような存在であるか、人間であるとはな
にか、という自己理解を必ず内包するものであ
った。そしてその感情は、そこに含まれる意義
性を開示するために、自己の主体的な「分節化
(aIticulation)」が伴わねばならない。なぜなら、
例えば恥や悔恨といった主体参照的感情は、自
己が何か誤った行為をしたという感覚がなけれ
ば存在し得ないからである。何らかの正誤や善
悪の判断が、それらの感情に既に組み込まれて
いるのである。そしてその判断には上述したよ
うに、自己がどのような存在であるか、人間で
あるとは何か、という行為者の自己理解が含ま
れている。つまり、行為者の道徳的直観は、常
に行為者の分節化としての解釈によって構成さ
れているのである。そしてその分節化は、常に
言語による分節化であるゆえに、自己はその言
語的分節化の徹底によって、「意義性の再定義
革命」(Taylor[1985a:70])とでも言うべき自
己の理解、自己の経験の「価値の転換
(transvaluation)」をもなし遂げうる。例えば、
言語的分節化を徹底化する自己（ここでテイラ
ーが挙げている例はある黒人運動家の意識革命
である）は、以前は自らの人種的・文化的背景
への不確かな「固執(obstinacy)」であったそ
の感情を、その自己解釈の徹底(｢Blackis

それはその感情的生において、何が真に彼にと
って重要であるかという感覚、その目的の様態
についての感覚を含み、その理解を問われる…
動物である。…そして、何が重要であるかとい
う感覚を形成することは、同時に彼がどう感じ
るかを形成する。（よって）…人間はそのつど
自己とその目標を解釈するよう強制されている
だけでなく、常に／既に何らかの解釈のうちに
あり、この事実によって人間として構成されて
いるのである。人間であるということは既に問
いに対する答えを生きること、つまり、自己及
びその目的の解釈を生きることに従事すること
なのである(Taylor[1985a:74-75])。

このように、テイラーの人間学における自己
が自己解釈的動物であるのは、その行為者とし
ての自己が、常に／既に意義性の言語的分節化
によって自己を構成する動物であるからであ
る。それは自己の欲求に対して反省的な評価を
なしうるのみならず、その感情に対しても構成
的な解釈を行い、それによって自己のアイデン
ティティを変革しうる主体でもある。よってこ
の主体は、自己自身を理解・解釈するばかりで
なく、さらに自己自身を構成し、変革する能力
を持っているのである。

３責任主体としての自己

第一節と第二節においてわれわれは、自己の
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この若者のジレンマが深刻であるのは、彼が、
その選択以前に既に彼にとって極めて重要な意
味を持っていた二つの「道徳的要求(morail
claims)」に直面しているからであって、「根源
的選択それ自体」によってではない。なぜなら
｢もし、深刻な道徳的主張が根源的選択によっ
て創造されるとするならば、その若者は、アイ
スクリームを買いに行くかどうか…についても
過酷なジレンマを持ちうる」(Taylorll985a:
30]）ことになってしまい、そこではすべての
道徳的問題の差異が抹殺されてしまうからであ
る。むしろ彼の判断の正当性は、その（根源的）
選択によってではなく、彼が直面している道徳
的主張に内在する自己の責任や義務を分節化
し、それらを質的に区別することによって基礎
づけられねばならない。そうでなければ、彼は
自己の単純な感覚的な選好に基づいて選択す為
｢単に考量する者」として行為するか、一切の
判断を欠いた「跳躍(leap)」として行為しな
ければならないことなってしまうのである。前
者はもちろん、後者もおよそ「主体の選択」と
呼べるものではないのは明らかである。根源的
選択理論は、自己の道徳的状況が深刻なジレン
マであると見なすことにおいて既に「強い評価
者」として判断を前提としていながら、その選
択の場面においてそれを否定する。つまり、根
源的選択理論は「事実その深い意味において矛
盾している。なぜなら、それは強い評価と根源
的選択を共に保持しようとするからである。そ
れは、強い評価を維持しようとしながら、その
判断としての地位を否定する」(Taylor[1985a:
32])。
以上のように、テイラーは根源的選択理論を

誤りであるとみなし、それによって近代的責任
概念、つまり自己の（行為の帰結のみならず）
｢評価」に対する責任概念を説明しようとす'る

欲求に質的な評価を加えることによって自己の
内的深みを獲得し、また自己解釈によって自己
の道徳的直観や感情を構成してゆくテイラーの
自己概念を検討してきた。第三節においては、
こういった自己の能力の帰結として論考され
る、テイラーの「責任(!℃sponsibility)」概念に
ついて検討してみたい。
テイラーはまず、近代的自己概念において中

心的であった、自己の責任がその「選択
(choice)」から生まれるものと見なす理念に対
して批判を加える。テイラーによると、近代的
自己概念は、その責任の対象を主体の行為の帰
結のみならず、その価値と評価にまで拡大した
が、それは究極的には主体による選択、特に選
択それ自身以外の論拠に基づかない選択という
意味での「根源的選択(radicalchoice)」によ
って価値が創造されるという理念にその基盤を
おいている。テイラーはその典型的な例として、
サルトルの根源的選択論を取り上げ、それを批
判してゆく。ではテイラーによる、（サルトル
の）根源的選択論批判について、検討してみよ
う。
テイラーによると、サルトルはその著『実存

主義はヒューマニズムである」において、次の
ような有名な例によって根源的選択を正当化し
ている。つまり、そこではある若者が、病に苦
しんでいる母親のもとに留まるか、（母親を見
捨てて）祖国を守るためのレジスタンスに参加
するか、苦悩しており、サルトルによれば、こ
の二つの選択肢を理性的に判断する基準は存在
しないゆえ、その若者は根源的選択においてど
ちらか一方へ自らを「投企」することによって
自己の価値を創造しなければならない、とされ
る(Taylor[1985a:291)。
しかしテイラーは、サルトルによるこの根源

的選択理論の正当化を誤謬であると批判する。
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に可能であるゆえに、われわれには責任がある
ことになる」(Taylor[1985a:391)のである｡
さらに時には、その評価の基準、自己のアイ

デンティティの根底までも自己解釈の対象が及
ぶことがある。それをテイラーは「根源的再評
価(radicalre-evaluation)」と呼ぶ。もちろんこ
れは根源的選択とは全く異なる概念である。根
源的選択が単に基準(criteria)なしに選択する
ことであったのに対し、根源的再評価は、自己
の既存の基準それ自身を問い、さらにそれを変
革することだからである。自己解釈を行う自己
は、その解釈と評価の徹底化としての根源的再
評価によって、既存のアイデンティティの定式
化それ自体を問題視し、自己自身を変革しうる。
また、われわれは第三節において検討したよう
に、テイラーの自己解釈的存在としての自己は、
その言語的分節化の徹底化によって「意義性の
再定義革命」を成し遂げ、自己のアイデンティ
ティ自体を変革しうる自己でもあった。このよ
うに、自己がその根源的再評価によってそのア
イデンティティそれ自体をも変革しうる能力を
認めるということは、自己の評価のみならず、
自己の在り方それ自身にも責任を問いうること
となる。

試みを不可能であると見なす。では、自己の評
価に対して、どのような責任概念が可能なのか。
テイラーはそこで、自己が強い評価の能力と、
分節化として解釈の能力を保持していることに
基づいて、自己の責任概念を再構成しようとす
る。
第二節で論じたように、テイラーはわれわれ

のもつ道徳的直観や「動機づけ(motivation)」
を、二つの種類、つまりある種本能的なもので
あるゆえに行為者にとって所与であるものと、
そうではなく、道徳的な意味を持つもの、を区
別していた。後者は常に／既に行為者としての
自己の「分節化としての解釈」によって構成き
れているゆえに、彼にとって所与のものではな
い。なぜならここでいう分節化とは、単なる描
写(description)ではなく、むしろ「もともと
不完全であったり、混乱していたり、誤って規
定されていたものを定式化する試みであり、…
ある種の分節化を行うことは、我々が望むもの、
われわれが重要だと見なすものの感覚を形成す
ること」(Taylor[1985a:36])だからである。
つまり自己は、自己の主体的な行為としての分
節化による自己解釈によって、その経験それ自
体を常に（再）構成している。つまり、自己の
反省、解釈、評価は、決して所与のものではな
く、常に自己を構成する「行為」なのであり、
よってそこではある種の主体としての責任概念
が可能となる。同時にこのことは、自己解釈は
絶対的なものではあり得ず、常に行為者の反省
や経験の深さや浅さによって変化し、時には誤
りうることをも意味している。自己解釈的動物
としての自己は、その自己の能力を十全に発揮
するために、新たな自己の「革新(innovation)」
に対して「開かれた姿勢」を維持しなければな
らない。つまり､「新たな洞察が私の評価を変
化させ、その自己を向上させるということが常

この根源的再評価は深い反省であり、そして特
別な意味での自己反省である。それは自己につ
いての、その最も根本的な問題についての反省
であり、自己に最も全体的に、そして深く関わ
る反省である。それは固定された基準
(yardstick)なしに自己の全体と関わるゆえに、
パーソナルな反省とよびうるだろう。…そこか
ら出現してくるのは、強い意味での自己分析で
ある。なぜなら、その反省においては、その自
己が問われているからである。…この自己分析
はわれわれが行うものであるゆえに、それを行
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うとき、われわれは自己にとって責任をとりう
ると呼ぶのである。(Taylor[1985a:42])。

革してゆく「自己解釈的存在」としての自己概
念。さらに(3)自己が評価と解釈の主体であり'、
またその徹底化としての根源的再評価によって
自己のアイデンティティそれ自体をも変革する
能力を認めることによって、自己にその行為’の
帰結のみならず、自己の評価、さらには自己の
在り方それ自身に対してもその責任を要求する
自己の責任概念。以上のように、彼の人間学に
おける自己概念は、自己を強い反省、評価、解
釈、等の強い構成能力とそれに付随した責任能
力を持つ主体としての「行為者(agency)」あ
るいは「人格(aperson)」とみなす点において、
(特殊な意味で）「個人主義的」なのである。.で
は次に、テイラーの倫理学における自己論につ
いて論考してゆこう。

以上テイラーの自己論における特異な責任概
念について論考した。彼は、自己が評価と解釈
の主体であり、その徹底化としての根源的再評
価によって自己のアイデンティティそれ自体を
も変革する能力を認めることによって､自己に
その行為の帰結のみならず、自己の評価、さら
には自己の在り方それ自身に対してもその責任
を要求する。彼のこの責任概念は、選択によっ
て責任を説明しようとし、そしてそれに失敗し
てきた従来の責任論に対して、近代的自己とそ
の責任概念の理論的分析とその道徳的擁護に新
たな視点を加えたものであるといえよう。
これまでの議論において、強い評価、自己解

釈、および自己の責任概念、という三つの論点
にわたって、テイラーの人間学における自己論
について論考してきた。ここにおいてわれわれ
は、テイラーの自己論をある特殊な意味で「個
人主義的」であると見なしうる幾つかの論点を
確認したといえよう。テイラーの人間学におけ
る自己概念は、単なる根源的選択の主体として
の「原子論的な(atomistic)個人｣、あるいは
｢単に考量する者」としてのみ現れる現代リベ
ラリズムの自己、では決してない。しかし、テ
イラーの人間学における自己論は以下三つの論
点において個人主義的である。(1)自己の欲求
それ自体を質的に評価・分節化し、自らの主体
としての在り方それ自体に反省を加えることに
よって、自己の（内的な）深みを獲得しうる
｢強い評価者」としての自己概念。そして(2)常
に／既に意義性の言語的分節化によって、自己
の欲求に対して反省的な評価をなしうるのみな
らず、その感情に対しても構成的な解釈を行い、
それによって自己のアイデンティティを常に変

４「真正さ(authenticity)」の個人主義

前述したように、テイラーがそこに分類され
ることが多いコミュニタリアニズムは、一般的
に近代・個人主義に批判的、あるいは否定的で
あるとされている。事実、マッキンタイアやベ
ラーらの著書においては、現代リベラル社会に
おける個人主義的な理論や文化に対する辛辣な
批判が展開されている(MacIntyre[1981=
1984=1993],Bellahetal.[1985=1991])。確かに
テイラー自身も、近代のある種の個人主義、そ
の「アトミスティックでナルシスティック」な
形態に対して極めて批判的である。しかし、彼
は他のコミュニタリアンと異なり、近代個人主
義の「すべての」形態を否定するわけでは決し
てない。むしろ、「もう一つの」個人主義、特
にロマン主義以降出現した、自己の「真正誉
(authenticity)」を追求する「真正さの倫理
(ethicsofauthenticity)｣(Taylor[1992])に支え
られた個人主義の道徳性・倫理性の是認と擁護
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文化の進展が、「近代の不安(malaise)」の一
つにもなっている、と主張する。ベルやラッシ
ュ、そしてブルームらが批判するように、多く
の人々は、その個人主義が、自己を超越した意
味の地平を否定することによって個人の意味喪
失を招き、あるいは自己実現を確保する私的空
間へ撤退することによって公共空間における政
治的自由の喪失を招いている、と感じているの
である。だが、テイラーはこれらの不安や批判
を二つの点で誤りであると見なす。第一に真正
さの個人主義は、単なる本能的な欲求の全面肯
定などではない。それは豊かで妥当な「道徳理
念」なのである。第二に、意味喪失、政治的自
由の喪失といった近代社会の苦境は、その理念
の十全な発展に必然的に付随した副産物などで
はない。むしろ、それらは、その理念の堕落し、
｢逸脱(aberration)｣(Taylor[1994b:231])した
形態が生み出したものなのである。
第一の論点から見てゆこう。テイラーは、ベ

ルやラッシュ、ブルームといった多くの批判者
が、その自己実現の個人主義には全く道徳理念
が存在しないかのように批判する点で誤ってい
ると主張する。トクヴイルが個人主義とエゴイ
ズムを注意深く区別したのと同様に、道徳理念
としての個人主義と単なる「道徳に欠けた(a-
moral)」な「アノミー」としての個人主義を区
別しなければならない(Taylor[1992:125])。
真正さの個人主義は道徳理念であり、その限り
において単に外的な障害なしに自己の原初的な
欲求充足を最大限追求するという意味での「快
楽主義(hedonism)｣(Bell[1976])や「ナルシ
シズム」(Lasch[1979=1981])などでは決して
ない。むしろそれは、彼の主著『自己の諸源泉」
において描かれた、人間の自己理解を巡る西欧
の歴史的な思考の連続的な分節化と再構成によ
って生み出されてきた豊かな道徳理念なのであ

こそが、彼の倫理学の中心的論点なのである。
第三節までにおいて論考してきたテイラーの自
己概念が、すべての人間に普遍的かつ内在的な
高度な自己構成能力を認めるがゆえに個人主義
的であったのに対し、この「真正さの倫理」は、
テイラーが是認する近代独自の「道徳理念
(moralideal)」としての個人主義である。テイ
ラーは、その理念の現代的な内実を明らかにす
るとともに、その歴史的な起源を辿ることによ
って、それを逸脱した形態の個人主義から区別
し、擁護しようとするのである。
テイラーはまず、西欧社会において特に

1960年代以降、新しい個人主義の形態、すな
わち「自己実現の個人主義(theindividualism
ofselffUlfilment)」とでも言うべき個人主義が
顕在化し、その文化において広範囲で強力な影
響力を持ち始めている、と主張する。「自己実
現の個人主義」の文化においては、個人は自身
の自己実現を探究することが求められ、独自の
感覚に基づいて自己の生を発展させる権利を持
つ、とされる。そこでは自己の内的な表現が本
質的な価値として重視され、自己は時には既存
の文化や規範に対抗的な関係となる。テイラー
は、この広く共有された自己実現の個人主義の
背景にある道徳理念を「真正さ(authenticity)」
の理念と名づける。

われわれは、私に特有の、自己の内に見出され
る個人化されたアイデンティティについて語り
うる。この観念は、自己と、自己の独自な在り
方に真実であろうとする理念と共に生じてき
た。ライオネル・トリリング…に従って、私は
この理念を『真正さ(authenticity)」の理念と
呼ぶ(Taylor[1994a:281)。

しかしテイラーは同時に、その種の個人主義
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る。
テイラーはそこで、その「真正さ」の理念の

思想史的起源を明らかにしてゆく。それは18
世紀における個人主義、すなわちデカルト的な
遊離した(disengaged)理性の個人主義、ある
いはロックの人格をその社会的義務に優先させ
る政治的個人主義、にそのルーツをもちながら、
ある意味でそれらとの対立関係のもとに発展し
てきた。しかしシャフツベリやハチソンらによ
って分節化されたその初期の理念において、人
間は道徳的感覚についての直覚的な感情を与え
られていると見なされるようになる。道徳性は
乾いた計算などではなく、感情に根ざした「内
なる声(voicewithin)｣(Taylor[1989:ch.15])
となる。ここにテイラーは「道徳的アクセント
の転換」(Taylor[1994a:281)を見い出す。

えた。ヘルダーはさらに、われわれ一人一人が
それぞれ人間となるオリジナルな指針
(yardstick)を所有しているとみなす。表現主
義的転回以降近代アイデンティティは、それぞ
れ独自の内なる道徳的な「尺度(measure)」を
持つ存在であるとみなされる。

…表現主義は新しくより十全な個人化

(individuation)の基礎となった。それは各個人
はそれぞれ異なりまた独自であり、その独自性
が彼、彼女がいかに生きるべきかを決定すると
いう１８世紀後半に成長した理念である。…そ
こで新しいのは、それ（個人の差異）が事実わ
れわれがいかに生きるよう呼びかけられている
かについての差異を生み出す、という理念で‘あ
る。その差異は、単に同一の人間本性における
意味のない多様性でも、善い個人と悪い個人の
間の道徳的差異、といったものでもない。むし
ろそれは、われわれ一人一人が、それぞれ歩む
べき独自の道を持っているという理念を必然的
に伴っているのである。それはわれわれそれぞ
れに、自己の独自性に従って生きる義務を課す
のである。･･･ヘルダーはその理念を次のような
明確なイメージで定式化している。「ひとはそ
れぞれ彼自身の尺度を持っている。それが彼の
すべての感情に通じる独自のものであるかのよ
うに」(Taylor[1989:375])。

ここで何が新しいのかを見るためには、われわ
れは以前の道徳観との類似を検討しなければな
らない。そこでは、例えば神や善のイデアとい
った何らかの源泉に触れていることは、十全な
存在になるために本質的なことだと考えられて
いた。しかし、いまやわれわれが接触していな
ければならない源泉はわれわれの内部の深みに
ある。この事実は、内面性の新しい形態への近
代文化の大規模な主観的転回の一部をなし、そ
こではわれわれは自己を内なる深みを持つ存在
として考えるようになった(Taylor[1994a:
29])｡ この真正さの理念は、その後ロマン主義、特

にフンボルトの影響を強く受けたミルのリベ･ラ
リズムにおいてさらに継承・発展された後
(Taylor[1994a:301)、われわれ現代人において
広く共有され、またその道徳意識の深部に「潜
在(burrow)」している、とテイラーは主張す
る。近代アイデンティティとしての「自己」は、
独自の人間としての在り方を持ち、われわれは

さらにこの転回は、ルソーとヘルダーに代表
されるロマン主義の「表現主義的転回
(expressivetum)｣(Taylor[1989:ch.21])によ
って決定的なものとなる。ルソーは、われわれ
の道徳的救済を自己との親密な道徳的接触、
｢存在感情」の回復によってもたらされると考
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な実現を助けねばならない、とテイラーは主張
するのである。
われわれはここに、テイラーの自己論が個人

主義的である第二の、そして最大の論点を見出
す。彼はその人間学において個人主義的である
のみならず、近代の個人主義の一形態である、
自己の内的な、そして独自の真正さを追求し、
実現しようとする道徳理念としての「真正さの
個人主義」を支持し、擁護する点においても個
人主義的である。彼の自己論は、独立した個人
として、自己を内的に評価し、解釈することに
よって自己を構成してゆく個人の高度な能力を
認めることにおいて個人主義的であるばかりで
なく、その道徳理念としての近代個人主義の一
形態をも支持する点においても個人主義的なの
である。

自己の内なる声に耳を傾けることによっての
み、それを見出すことができる。テイラーはそ
の理念の現代的形態を、次のように要約する。

自己に真実であることは、私だけが分節化し、
発見することができる、自身のオリジナリティ
に真実であることを意味する。それを分節化す
ることによって、私はまた自己を定義する。私
は全く私独自のものである潜在的可能性を実現
する。これが、近代の真正さの理念、そしてそ
の理念の日常的な表現としての自己充足や自己
実現の目的の背景理解である。これは真正さの
文化、その最も堕落し、馬鹿げた、あるいは些
末な形態にまでも道徳的な力を与えている背景
である。それは「独自のことをせよ(doing
yourownthing)」や「自己の実現を見出しなさ
い(findingyourownfUlfilment)」といった理念
に意味を与えるものなのである(Taylor[1992:
29])。

５ 全 体 論 的 個 人 主 義 ( h o l i s t i c
individualism)への問い

以上われわれは、テイラーの自己論を検討し、
それが特殊な意味において個人主義的であるこ
とをみてきた。最後にこのような考察から帰結
されるいくつかの問題提起を行ってみたい。
われわれが「はじめに」において指摘したよ

うに、現代コミュニタリアニズムのリベラリズ
ム批判の焦点は、その自己概念にあった。しか
しその批判は、単に個人が共同体内存在である
ことを指摘するものではなく、むしろサンデル
がロールズ批判において依拠したテイラーの人
間学は、現代リベラリズムの自己論とは異なる
方向性において個人主義的なものであった。こ
のことは、リベラル＝個人主義対コミュニタリ
アニズム＝集合主義、といった従来の図式的な
論争の理解に修正を迫るものであるといえよ
う(4)。さらにテイラーは、その倫理学におい

このような自己とその道徳理念の分節化と探
究の長い歴史を経て継承・構成されてきた真正
さの倫理を、テイラーは「真に信奉する価値あ
る理念」(Taylor[1992:７３1)である、と主張す
る。なぜなら、「この二世紀にわたってその理
念を分節化することによって、西洋文明は人間
の生の重要な潜在的可能性の一つを同定してき
た。…それはわれわれに、（可能性として）よ
り充実し、差異化された生を生きることを可能
にし、…より豊かな存在形態を可能にし」
(Taylor[1992:７４])てきたからである。われわ
れは、われわれのアイデンティティ深くに保持
しているその理念を容易に放棄することはでき
ないし、またすべきでもない。むしろ、その理
念を的外れの批判から擁護し、また堕落した形
態から区別することによって、その理念の十全
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て、他の多くのコミュニタリアンとは異なる視
点を保持していることに注意しなければならな
い。例えばマッキンタイアやサンデルにとって
は、「私の人生の物語は常に、私のアイデンテ
ィティの源である諸共同体の物語の中に埋め込
まれて」(Maclntyre[1981=1984=1993:271],
Sandel[1982=1992:xiv])いるのであり、近代
における宇宙論的秩序からの個人の独立、個人
の真正なアイデンティティの追求は全くの道徳
的喪失にすぎない。同様にベラーらは、「表現
主義的個人主義」こそが、現代アメリカ社会に
おける道徳的諸問題の源泉の一つだとみなして
いる(Bellahetal.[1985=1991])。テイラーがそ
の個人主義的な人間学のみならず、その倫理学
において近代個人主義文化の一形態、つまり
｢真正さの個人主義」を十全な「道徳理念」と
して擁護・肯定しようとする点において、彼は
他の多くのコミュニタリアン、あるいは現代の
多くの社会哲学者とは異なる特異な思想的位置
を占めているのである。
このように現代リベラリズムとも、他のコミ

ュニタリアニズムとも異なるテイラーの自己論
をわれわれはどこに位置づけて考察すべきであ
ろうか。田中智彦はこのようなテイラーの思想
の複合的な性格を「両義性」として定義し、擁
護しているが（田中[19941)、井上達夫やウェ
インストックらはむしろテイラーの個人主義的
な自己論と共同体志向の政治論の間にある種の
｢矛盾」を見出している。例えば井上は、サン
デルーテイラーの｢自己解釈的存在」としての
自己概念は、その政治的コミュニタリアニズム
における構成的共同体観を掘り崩すものであ
り、むしろそれは「正義の基底性」の観念に組
み入られることによって「暹しきリベラリズム」
の人間学的基礎となりうる、と論じる（井上
[1986,1989,1990])。ウェインストックは同様に、

テイラーの「強い評価者」としての自己概念に
基づく「自然主義(naturalism)」批判と、彼の
コミュニタリアンとしてのリベラリズム批判の
間には矛盾があり、多様な善が共生するリベラ
ル社会こそが強い評価者にその能力を十全に発
展させる社会的基盤を提供するのだ、と主張す
る(Weinstock[19941)。つまり、テイラーの個
人主義的な自己論は、彼の政治的なコミュニタ
リアニズムと切り離して、リベラリズムの自己
論として再構成されるべきだ、というわけであ
る(5)。われわれはこのような批判にどのよう
に答えることができるであろうか。
この問題はテイラーの社会哲学全体に関わる

重大な問題であり、ここでそれに対する十全な
回答を提示することはできない。しかし、次の
ような探求の方向性を示唆しておくことはでき
るだろう。つまり、テイラーの個人主義におい
ては、「ある種の」個人主義批判および十全な
個人主義を支える社会的条件の探求、がその大
きな構成要素となっており、そこにおいて多く
のリベラリズム理論との差異が見出せる、とい
う方向性である。テイラーはすべての個人主義
を無条件に肯定するわけでは決してなく、むし
ろ上述したように、「ある種の」個人主義に対
しては極めて批判的である。テイラーは、「あ
る種の」個人主義文化によって、「近代の不安
(malaiseofmodernity)｣(Taylor[1992:ch.1])
が引き起こされている、という（マッキンタイ
アやベラーを含む）多くの批判者の主張を認め
る。その個人主義は、自己の欲望を超越する意
味の地平を否定することによってその生の意味
を喪失し、あるいは公共的空間から撤退するこ
とによって政治的自由を放棄し、「柔和な専制|」
を招来する。しかしテイラーは、その個人主義
は、真正さの理念からその道徳的な力を得てい
ながら、真正さの個人主義の本来的な形態から
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内在的にもつゆえ、このような「主観主義への
墜落(slidetosubjectivism)｣(Taylor[1992:
ch.61)はある種必然的な帰結であったのかもし
れない。しかし、だからこそ、その十全な個人
主義を擁護しようとするテイラーは、現代文化、
そして現代哲学におけるナルシシズム的、アト
ミズム的傾向を激しく批判し、十全な自己を可
能にする超越論的条件を詳細に論究してゆくの
である。その批判は同時に、彼の人間学におけ
る強い評価者かつ自己解釈的存在としての自己
概念の社会的条件の擁護でもある。個人の所与
の本能的な欲望のみを追求し、言語的分節化に
よって自己を解釈し構成することを忘却する主
観主義は、彼の人間学における、「強い評価者」
あるいは「自己解釈的存在」としての人間の本
来的能力をも否定する。第一、第二節で検討し
たように、テイラーの人間学において、自己の
欲求の評価や感情の分節化には豊かな言語が不
可欠であった。また、自己解釈はそれが言語に
よっておこなわれるものである限り、他者との
対話において、あるいは自己の内なる対話、さ
らには承認関係において行われるものでもあ
る。自己の欲求を超えた意味や評価の地平、あ
るいは他者との関係を否定するナルシシズム的
でアトミズム的な主観主義は、このような自己
が十全な自己、十全な個人となるための条件を
確保することができない。
では、その自己の超越論的条件の具体的な内

容は何か。何がその自己概念における高度な個
人の能力を可能にし、またその本来的な道徳理
念を、堕落したものから区別するのか。テイラ
ーはある論文において、自らの思想的立場を、
フンボルトからミルに至る「人間行為者の社会
内在性を十分認識しつつ、同時に自由と個人的
差異を非常に高く評価した思想潮流」(Taylor
[1995:185])を継承する、「全体論的個人主義

逸脱した個人主義であり、個人主義というより
単なる「主観主義(subjectivism)」である、と
いうことを強く主張するのである。テイラーに
よると、それらが真正さの個人主義と異なる
｢主観主義」である理由は二つある。第一にそ
れが「ナルシスティック(narcissitic)」である
ことである。それは自己の原初的・本能的な欲
求を超えた意味や評価の地平を否定するラディ
カルな人間中心主義に過ぎず、それは個人主義
の道徳理念としての地位を自壊させる。第二に
それが「アトミスティック(atomistic)」だか
らである。それは他者との絆の必然性を否定し、
それを純粋に道具的なものと見なすのである
(Taylor[1992:ch.6])。よってそれらは、単に
(1)「極めて誤謬である」だけでなく、(2)真正
さの理念という「善なる精神的希求」に「便乗
(piggy-back)」しているという意味において個
人主義の「逸脱(aberration)」形なのである
(Taylor[1994b:2311)。
テイラーはまた、自己は一定の社会的条件、

他者との関係性の中でのみ構成されるのであ
り、真正さの個人主義における自己においても、
その条件から逃れることはできないことを強く
主張する。テイラーはそれを自己の「超越論的
条件(transcendentalconditions)｣(Taylor[1989:
32]）と呼ぶ。テイラーは、個人主義の逸脱形
である、これらのナルシシズム的、アトミズム
的な主観主義は、そういった超越論的条件が隠
蔽され、忘却され、さらには否定されることに
よって、生じたものであると主張する。これは
自ずとその理念からその社会的条件を奪い、そ
の道徳的意味を堕落させるのである。自己に外
在的な規範のモデルに無反省に追随することを
否定し、自己の内的な真正さを追求する真正さ
の個人主義は、時には社会的な規範や他者との
関係性を自己と敵対的な関係でとらえる傾向を
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(holisticindividualism)」であると主張している。
今後のわれわれの課題は、そのような行為者の
社会内在性について、あるいは「全体論的な」
個人主義の在り方について、問うてゆくことに
あるだろう(6)。

「複殖の可能性」が失われている、として批判すあ
（井上[1989]、橋本[1997:308-3091)。これらの批
判は、テイラーの道徳的存在論における自己と善
との関係性の問題として考察されるべきであるが、
ここでテイラーのいう自己の「存在の本性への参
照」としての主体参照性の概念は、「客観的な道徳
状況」への参照、というより「自己の内的な善」
への参照、に近い概念であり、必ずしも「共通善ｊ
へと収散するものとは限らない、と解釈できる。

(4)もちろん、自己やアイデンティティの問題を現
代社会や現代政治における中心的な問題として追
求するテイラーの姿勢は、自己の問題を回避しよ
うとする近年のロールズらの「政治的リベラリズ
ム」の立場とは、大いに異なっている(RawiS

[1993])。この問題に関しては拙稿（中野[19981)
も参照されたい。

(5)テイラーの政治論に関しては、（田中[1996b,
19971)及び拙稿（中野[19971)第四章を参照され
たい。また、井上やウェインストックとは少し異
なる視点においてテイラーの自己論に対する批判
を行った論文として（橋本[1997]）及び(Andeison
[19961)がある。橋本は、テイラーの自己解釈的
存在は共同体の善を志向するように方向づけられ
ており、問題の性質に関する考察を欠いていると
して批判し、問題を問題化する能力を持った「問
題主体」をより自由主義的・個人主義的な人格と
して提示する。またアンダーソンは彼の自己論と
道徳存在論の矛盾を指摘する。アンダーソンは、
テイラーの自己概念、つまり強い評価者としての
自己は、その人格的な生における多元性を要求す．
るのに対し、テイラーの道徳的存在論、自己に超
越的な善との関係性において自己を考察するその
存在論はその多元性を維持できないとして批判す
る。これらのテイラー批判については詳細に検討
する必要があると思われるが、本稿ではとりあえ
ずテイラーの社会哲学の「全体論的個人主義」と

註
(1)この論争に関する他の主な文献として(Sandel
(ed.)[1984])、(KukathasandPettit[19901)、(Avineri
andde-Shalit(ed.)[1992])など、日本語文献として
（井上[1990])、（斎藤[1993])、（川本[1995])、（杉
田[1995])、などが挙げられる。なお、(Sandel

[1994=1996,19971)の註１３において、この論争に
関する主要な文献のリストが提示されている。

(2)例えば、(Avineriandde-Shalit(ed.)[1992])におい
ては、「個人主義者(individualist)」と「コミュニ
タリアン」の文献が対立的に編集され、テイラー
の論文はコミュニタリアン・サイドに分類されて
掲載されている。また、コミュニタリアニズムを
集合主義的な思想であるとして批判した代表的な
論文として(Gutmann[19851)、あるいは擁護した
ものとして(Bell[19931)。またこの論争において
は、コミュニタリアンのリベラリズム批判におけ
る「家族的類似性｣、あるいはその批判に対するリ
ベラリズムの応答と理論的転回、といった点にの
みその焦点が当てられ、コミュニタリアニズムや
リベラリズム内部の多様性、さらにはリベラリズ
ムや個人主義のオルタナティブな可能性について、
考察されることは少なかった。

(3)橋本は、テイラーの主体参照性と自己参照性の
概念を区別し、主体参照的な解釈の概念は、「呼び
出された場所に客観的に存在する道徳状況を解釈
するのであって、自己に固有な参照点をもつので
はな」い、と主張している。そして井上のテイラ
ー批判を援用しつつ、主体参照性の概念は共通善

の共有へと方向づけられており、多様な（人格の）
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人主義」として位置づけられることは、彼の政治
哲学がある種のコミュニタリアニズムを志向して
いることを否定するものではなく、むしろそこに
は理論的な一貫性が存在する、とわれわれは考え
る。この点につていは（中野[1997])も参照され
たい。

しての可能性を示唆するにとどまり、その本格的
な考察は今後の課題としたい。

(6)テイラーの社会哲学とミルのリベラリズムとの
ユニークな共通点と差異については(Digeser

【l995])の第五章において論じられている。また、
ここで詳しく論じることはできないが、テイラー
の自己論、あるいはその社会哲学が、「全体論的個
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